
●香川県告示第21号 

 都市計画法（昭和43年法律第10 0号）第59条第１項の規定により都市計画事業を認可したので、同 

法62条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和４年１月21日 

                          香川県知事  浜  田  恵  造 

１ 施行者の名称 

  坂出市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  坂出都市計画道路事業 ３・４・34号 室町谷内線 

３ 事業施行期間 

  令和４年１月21日から令和11年３月31日まで 

４ 事業地 

 (１) 収用の部分 香川県坂出市室町一丁目及び二丁目並びに旭町二丁目地内 

 (２) 使用の部分 なし 


